
 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和５年度 

調布市農業振興計画 

取組状況報告書 
 

 

 

 

 

 

令和６年８月 調布市 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 はじめに                         

 

調布市では，平成２７年の「都市農業振興基本法」の制定や，「都市農業振興

基本計画」の策定，東京都における「東京都農業振興プラン」の策定を受け，令

和２年４月を計画始期とした，「調布市農業振興計画」を策定しました。  

「調布市農業振興計画」では，農家が持続的に多種多彩な「豊かな農業」を営

み，市民の「くらし」に彩りを与え，農家と市民が持続可能な農業の環境の形成

を目指して，調布市農業の将来像を「くらし彩る調布市農業～持続可能な農業を

目指して～」と設定しています。  

本書は，本計画に掲げた「いきいきとした農業経営」「農のある地域づくり」

「農地の保全・活用」の３つの基本方針に基づいた取組状況を振り返り，本計画

の円滑な推進を図るため作成したものであり，目指す調布市農業の将来像の実現

に向け，活用してまいります。  

 

 

令和６年８月  

 

調布市  生活文化スポーツ部  農政課     
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 調布市農業振興計画の概要                 

 

 

計画の策定日  令和２年３月  

計画の目標年次  令和１２年  

調布市農業の将来像  
くらし彩る調布市農業  

～持続可能な農業を目指して～  

 

 

 

 計画に位置付けた基本方針                 

 

基本方針１  いきいきとした農業経営  

 

【取組方針】  

 〇農業経営の支援  

  意欲ある農業者や生産者組織等が安心して農業を継続できるよう支援し，農

業経営環境の向上を目指します。  

 〇新鮮で安全安心な農産物への取組推進  

  市民ニーズの高い高付加価値のある農産物の生産を促進します。また，安定

的な生産体制の強化を図り，持続可能な農業生産を促進します。  

 〇多様な担い手の確保・育成  

  農作業の省力化により，高齢農業者や女性農業者等の農作業に係る負担軽減

を図ります。また，将来の調布市農業を支える農業者として，農業後継者の育

成のほか，新規就農者等の多様な担い手の確保・育成を図ります。  

 〇農家の販売力の強化  

  多様な販路拡大へ向けた地元との連携強化や６次産業化へ向けた取組によ

り，市内農産物のブランド確立・普及を図ります。また，市民が集まる場所で

の販売促進等により，市内農産物の販路の拡大を図ります。  
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基本方針２  農のある地域づくり  

 

【取組方針】  

 〇市内農産物の消費拡大  

  市民が集まる場所での販売促進や地元企業との連携等により，市民に身近な

販売形態を確立します。また，新鮮な市内農産物が手に取りやすくなる直売の

利用を促進します。  

 〇多様な農業体験の場づくり  

  農業体験の場の充実を図り，市民が農業に触れられる機会を創出します。ま

た，市民ニーズに応じた農業体験の場づくりを進めます。  

 〇都市農業を活かした食育の推進  

  農家等との連携を図り，地域全体で取り組む食育を推進します。また，学校

との連携により，子どもが農業に触れられる機会の創出を図ります。  

 〇農業・農地への理解促進  

  市民に効果的な農場情報の発信を行い，市民の農業・農地への理解を促進し

ます。また，市内で開催されている農業関連イベント等により，市民と農家の

交流の機会を創出します。  

 

 

基本方針３  都市農地の保全・活用  

 

【取組方針】  

 〇都市農地の保全  

  新たな法制度の活用や相談体制の強化により，多様な形態による農地・農業

の保全を図ります。  

 〇都市農地の多面的機能の発揮  

  農地の保全・活用を図るため，都市農業・農地の持つ環境保全・防災・レク

リエーション・教育・景観形成・歴史文化継承等の多面的機能の発揮を推進し

ます。  

 〇農のあるまちづくりの推進  

  関連計画と連携した農地の保全・活用により，農のあるまちづくりを進めま

す。  
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 計画の体系                        
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基本方針１  いきいきとした農業経営           （PLAN）  

（１）農業経営の支援  

 《取組１－１》意欲ある農業者への支援  

  認定農業者制度の積極的な活用や相談体制の強化，生産工程管理手法（各種

ＧＡＰ）導入の検討を行います。  

  意欲ある農業者を積極的に支援するため，国・都等の各種補助金・制度に関

する情報収集・周知・活用促進，調布市ホームページ・パンフレット・回覧の

配付等による市の各種補助金・制度の周知強化に取り組みます。  

 

 《取組１－２》生産者組織の育成・体制強化  

  生産性の向上を目指し，生産者組織の育成と体制の強化を図ります。  

 

取組名  取組項目  取組内容  推進主体  

《取組１－１》

意欲ある農業者

への支援  

認定農業者制度

の活用促進  

(1)「農業経営改善計画書」

の作成やその実現に向けた取

組について，技術・経営の指

導等総合的に支援  

ＪＡ  

国・東京都  

調布市  

農業委員会  

合理的な農業経

営の促進  

(1)家族経営での給料化や就

業条件等を取り決める「家族

経営協定制度」の促進  

農業者  

ＪＡ  

国・東京都等  

調布市  

農業委員会  

(2)生産工程管理手法（各種

ＧＡＰ）の導入の検討  

農業者  

ＪＡ  

国・東京都等  

調布市  

各種補助金・制

度の周知・活用  

(1)国・東京都等の各種補助

金制度に関する情報収集・周

知・活用促進  

ＪＡ  

国・東京都等  

調布市  

農業委員会  

(2)調布市の各種補助金・制

度に関する周知・活用促進  

調布市  

農業委員会  

《取組１－２》

生産者組織の育

成・体制強化  

農業生産団体等

への育成支援  

(1)農業生産者で構成する農

業生産団体へ「農業生産団体

育成補助金」を活用した支援  

調布市  
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主な取組内容                   （DO）  

《取組１－１》意欲ある農業者への支援  

・市内で活動する水利組合に対して，水路のしゅんせつ作業に助成することで，

水田等の保全を図りました。  

・認定農業者制度を申請された農業者へ，家族一人ひとりの役割と責任を家族間

で話し合い明確にする「家族経営協定制度」を促進しました。  

・市独自の補助事業である「都市農業育成対策事業」により，農業用設備等の整

備等を行った農業者に対して，事業に要した経費の２分の１以内を補助しまし

た。  

・農業用肥料や原油等の価格が高騰したことを鑑み，市内農業者が販売する市内

農産物の生産コストへの負担軽減を図るため，国の臨時交付金を活用して農業

用肥料の配付や農業用ハウスの加温に要した原油等の購入費用の一部を助成し

ました。  

・農業だよりを配付し，各種補助事業の案内のほか，認定農業者制度に関して周

知しました。  

《取組１－２》生産者組織の育成・体制強化  

・農業生産団体が行う，生産技術向上のための講習，研修等の事業に対して補助

しました。（７ページ）参照  
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★主な取組実績                          

 

■農業用水路しゅんせつ事業  

田んぼの保全に必要な農業用水路を確保するため，農業用水路のしゅんせつ

（維持作業）を実施した水利組合に対して補助しました。  

 

 内  容  

目   的  市内の水稲栽培に必要 とされる農業用水路を 確

保するため，農業用水 路のしゅんせつ事業を 実

施した水利組合に対し て補助  

対象事業  1 農業用水路の清掃に 関するもの  

2 上記のほか，農業用 水路に係る小規模な補

修に関するもの  

補助金額  組合割：しゅんせつ事 業の延べ回数×2,000円＋

24,000円  

組合員割：しゅんせつ 事業に参加した延べ人 数

×100 円＋ 1,000 円  

 

＜令和３年度～令和５年度の実績＞  

 令和 3 年度  令和 4 年度  令和 5 年度  

補助数  6 組合  6 組合  5 組合  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

①

①  

 

②

②

①  

 

③  

④  
⑤  

①下石原水利組合  

 

②中新田水利組合  

 

③本田水利組合  

 

④絵堂水利組合  

 

⑤下佐須水利組合  

 

⑥  

⑥見取場水利組合  
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■「農業生産団体育成補助金」を活用した農業生産者団体への育成支援  

 市民に安全で安価な市内農産物を提供することを目的に，農業生産者で構成す  

る農業生産団体が行う「果樹栽培の技術改善等及び経営安定を図る事業」，「契  

約野菜を出荷することによる安全な野菜の安定供給を図る事業」，「生産技術向  

上のための講習及び研修を行う事業」等に対して支援しました。  

 

 【支援対象団体】  

⓵マインズ農協調布そ菜部会  

⓶ＪＡマインズ調布果樹部会  

   ⓷神代野菜直売協議会  

⓸神代果樹生産者組合  

⓹神代地区都契約そ菜出荷組合  
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■調布市都市農業育成対策事業  

認定農業者などの農業経営に意欲ある農業者に対し，農業用資材及び機械設  

置，農業経営管理機器等の設置など，農業経営の向上に資する取組を支援しまし

た。  

＜都市農業育成対策事業の概要＞  
項  目  内  容  

目   的  農業経営の向上  

対 象 者 認定農業者，農業経営 に意欲ある農業者  

補助対象  ○農業用資材の補修及 び農業用機械の購入  

○農業経営管理機器等 の導入と設置等  

○農業施設更新に伴う 既存農業施設の撤去費 用  

○自然災害により被災 した農業施設の撤去費 用 (国・都補助金との重 複は不可 ) 

補助金額  補助率 1／ 2以内   限度額：認定農業者 60万円，その他農業者 30万円  

 

＜令和３年度～令和５年度の実績＞  

項目  令和 3 年度  令和 4 年度  令和 5 年度  

補  助  数  22 28 25 

整 備 内 容 

農業用トラクター  

遮光ネット導入  

人参洗い機  

チッパー  

クールボックス等  

軽トラック  

マルチャー導入等  

発電機  

ネギ用管理機  

 防風ネット等  

軽トラック  

農業用ハウス整備  

農業用トラクター  

食品乾燥機  

野菜自販機等  

【整備例】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

トラクターの購入  

 

マルチャーの購入  

 

遮光ネットの導入  

 

 

農業用ハウス整備  
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■認定農業者に係る取組  

 
・認定農業者制度  
□ 認 定 農 業 者 制 度 と は  

意 欲 あ る 農 業 者 が 自 ら の 経 営 を 計 画 的 に 改 善 す る た め に 作 成 し た 「 農 業 経 営 改 善 計 画 」 を 農 業 経 営 基 盤 強

化 促 進 法 に 基 づ き ， 市 が 地 域 農 業 の 将 来 目 標 を 定 め た 「 基 本 構 想 （ 農 業 経 営 基 盤 の 強 化 の 促 進 に 関 す る 基 本

的 な 構 想 ） 」 に 照 ら し て 認 定 し ， そ の 計 画 達 成 に 向 け た 取 組 を 市 ， 農 業 関 係 機 関 ・ 団 体 が 支 援 す る 制 度  

□ 認 定 農 業 者 に な る と  

経 営 改 善 に 向 け た 相 談 や 研 修 の 受 講 ， 農 業 経 営 支 援 に 関 す る 補 助 事 業 の 活 用 な ど が 可 能  

 <補 助 事 業 （ 例 ） > 

・ 調 布 市 都 市 農 業 育 成 対 策 事 業 （ 調 布 市 ）  

 ・ 都 市 農 業 活 性 化 支 援 事 業 （ 東 京 都 ） ＊ 認 定 農 業 者 で あ る こ と が 必 須 要 件  

□ 認 定 農 業 者 に な る に は  

今 後 5年 間 で 取 り 組 む 経 営 改 善 の 内 容 を 記 載 し た 「 農 業 経 営 改 善 計 画 認 定 申 請 書 」 を 市 長 に 提 出 し ， 調 布 市

農 業 経 営 改 善 支 援 委 員 会 で の 審 査 を 経 て 認 定 さ れ る  

□ 農 業 経 営 改 善 計 画 と は  

農 業 経 営 者 が 農 業 経 営 の 改 善 に 関 す る 目 標 を 達 成 す る た め の 5年 間 の 計 画 を 所 定 の 様 式 に よ り 作 成  

計 画 策 定 に 当 た っ て は ， 市 ， 東 京 都 農 業 振 興 事 務 所 ， 東 京 都 中 央 農 業 改 良 普 及 セ ン タ ー ， 一 般 社 団 法 人 東 京

都 農 業 会 議 ， マ イ ン ズ 農 業 協 同 組 合 の 実 務 担 当 者 が 相 談 に 当 た り 支 援  

□ 共 同 申 請  

農 業 経 営 改 善 計 画 の 認 定 申 請 す る 際 ， 親 子 や 夫 婦 な ど 家 族 経 営 の 構 成 員 が 複 数 人 の 場 合 ， 共 同 申 請 す る こ と

が 可 能 。  

な お ， 共 同 申 請 す る 場 合 に は ， 家 族 間 で 「 家 族 経 営 協 定 」 を 締 結 さ れ ， 農 業 収 益 の 配 分 な ど の 取 り 決 め が 必

要  

 

・農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想 （ 令 和 5年 3月 ・ 東 京 都 調 布 市 ）の概要  
基 本 構 想 の 目 的  

 本 構 想 は ， 農 業 経 営 基 盤 強 化 促 進 法 （ 昭 和 55年 法 律 第 65号 。 ） 第 ６ 条 の 規 定 に 基 づ く 「 農 業 経 営 基 盤 の 強 化 の

促 進 に 関 す る 基 本 的 な 構 想 」 と し て ， 市 が 今 後 ７ 年 間 （ 令 和 ５ 年 度 ～ 令 和 11年 度 ） に お い て 育 成 す べ き 効 率 的 か

つ 安 定 的 な 農 業 経 営 の 目 標 を 明 ら か に す る も の  

第 1 農 業 経 営 基 盤 の 強 化 の 促 進 に 関 す る 目 標  

  農 家 数 189戸 (R2)⇒ 117戸 (R11)， 農 地 面 積 128ha(R3)⇒ 111ha(R11)， 中 核 的 な 農 家 数 60戸 （ R11） な ど  

第 2 農 業 経 営 の 規 模 ， 生 産 方 式 ， 経 営 管 理 の 方 法 ， 農 業 従 事 の 態 様 等 に 関 す る 営 農 の 類 型 ご と の 効 率 的 か つ 安

定 的 な 農 業 経 営 指 標  

 （ 経 営 モ デ ル の 設 定 ）  

1 所 得 目 標 ： 1,000万 円  東 京 の 農 業 を リ ー ド す る 経 営 体 モ デ ル  

2 所 得 目 標 ：  600万 円  地 域 の 農 業 を 担 う 経 営 体 モ デ ル  

3 所 得 目 標 ：  300万 円  農 業 の 広 が り を 支 え る 経 営 体 モ デ ル  

第 3 新 た に 農 業 経 営 を 営 も う と す る 青 年 等 の 育 成 ・ 確 保  

第 4 効 率 的 か つ 安 定 的 な 農 業 経 営 を 営 む 者 に 対 す る 農 用 地 の 利 用 の 集 積 ， に 関 す る 目 標 ， そ の 他 農 用 地 の 利 用

関 係 の 改 善 に 関 す る 事 項  

 （ 農 家 数 189戸 (R2)⇒ 117戸 (R11)， 農 地 面 積 128ha(R3)⇒ 111ha(R11)， 中 核 的 な 農 家 数 60戸 （ R11） な ど ）  

第 5 農 業 経 営 基 盤 強 化 促 進 事 業 に 関 す る 事 項  全 域 市 街 化 区 域 の た め 該 当 な し  

第 6 農 地 利 用 集 積 円 滑 化 事 業 に 関 す る 事 項  全 域 市 街 化 区 域 の た め 該 当 な し  

附 則  こ の 基 本 構 想 は ， 令 和 5年 3月 31日 か ら 施 行  

 

＜認定農業者の推移＞  

 認定農業者数  経営体数  認定年月日  新規認定  更新者数  減員数  

H28 47 人  38 経営体  H29.3.31 9 人  ―  ―  

H29 51 人  38 経営体  H29.12.1 5 人  17 人  1 人  

H30 55 人  39 経営体  H31.3.15 4 人  6 人  ―  

R1 58 人  42 経営体  R2.3.31 3 人  12 人  ―  

R2 60 人  43 経営体  R3.3.31 4 人  4 人  2 人  

R3 59 人  42 経営体  R4.3.31 0 人  8 人  1 人  

R4 67 人  46 経営体  R4.12.1 10 人  20 人  2 人  

R5 71 人  50 経営体  R6.3.15 6 人  6 人  2 人  
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■農業用肥料等価格高騰対策事業  

 世界情勢の影響により，農業用肥料や原油等の価格が高騰したことから，ＪＡ  

マインズと連携し，希望する販売農家へ農業用肥料の配付や農業用ハウスの加温  

に要した原油等購入費用の一部を助成しました。  

 

（１）農業用肥料高騰対策  

  例年，希望する販売農家へ有機質肥料を配付しておりますが，農業用肥料

高騰対策として，令和６年度の栽培にも活用できる農業用肥料を希望する販

売農家へ配付しました。  

 

品目  令和 4 年度  令和 5 年度  

配付件数  109 件  105 件  

農業用肥料  内訳  

 肥料１  343 袋  342 袋  

肥料２  236 袋  199 袋  

肥料３  331 袋  286 袋  

肥料４  123 袋  170 袋  

肥料５  122 袋  175 袋  

肥料６  107 袋   

肥料７  197 袋  105 袋  

肥料８   180 袋  

肥料９   216 袋  

肥料１０  185 袋  112 袋  

肥料１１  139 袋   

肥料１２  264 袋  242 袋  

 合計  2,047 袋  2,027 袋  

  ※品目については，市内農家の使用頻度が高いものをＪＡマインズが選定  

  ※春野菜の種まき時期に間に合うように配付 (令和６年２月頃 ) 
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 （２）原油等高騰対策  

原油等の価格が高騰したことから，農業用ハウスで加温して野菜を栽培

している販売農家に対し，加温に要する重油・灯油等購入費用の一部を助

成しました。  

 

 令和 4 年度  令和 5 年度  

補助数  13 件  12 件  

補助率  15％  20％  

    ※市内は寒冷地と異なり，加温して栽培する農家は少ない  

 

【参考】農業用ハウス用暖房設備，オイルタンク  
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■ハウス栽培における温室効果ガス排出削減事業（都補助事業）  

農業用ハウス栽培を営む認定農業者に対し，温室効果ガスの排出が少ない設備  

であるヒートポンプ導入を支援しました。  

 

【「調布市ハウス栽培における温室効果ガス排出削減事業費補助金交付要綱」  

（ 令 和 ５ 年 ４ 月 １ 日 施 行 ）の概要】  

 

<令和５年度の実績＞  

 

 

 

 

 

 

 

 

項目  令和５年度  

補助数  １  

 

整  備  内  容  

・ヒートポンプ  

（電気式）  

・附帯設備  

 

「事業目的」  

ハウス栽培における温 室効果ガス排出削減事 業費補助金交付要綱（ 令和４年４月１日付け ３産労

農振第 2597号。以下「都交付要綱」という。 ）に基づき，市内のハ ウス栽培を営む農業者 等が温室

効果ガスの排出が少な い設備であるヒートポ ンプを導入する取組を 支援することにより， 重油など

の化石燃料の消費を削 減し，温室効果ガスの 排出抑制を推進するこ とで，持続可能な都市 農業の実

現を目指すことを目的 とする。  

 

「補助率等」  

補助対象事業  補助対象設備（注）  補助率  

補助対象経費に対する

補助金の限度額  

下限  上限  

ヒ ー ト ポ ン プ の 導 入  

（ア）ヒートポンプ本 体  

（イ）（ア）の附帯施 設  

補助対象経費の 10分の９以内  千円  千円  

500 

 

9,000 

 

ヒートポンプの導入例  
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基本方針１  いきいきとした農業経営           （PLAN）  

（２）新鮮で安全安心な農産物への取組推進  

 《取組２－１》環境保全型農業の推進  

  市民ニーズの高い新鮮で安全安心な農産物の生産・供給を進めるため，生産

者に対し，環境保全型農業に関する情報提供や，環境と生産の調和に留意した

栽培を実践しようとする農家への有機質肥料の支給を行い，東京都エコ農産物

認証制度等の農業認証取得促進，調布市ホームページ等での紹介によるＰＲの

強化に努めます。  

 

 《取組２－２》持続可能な農業生産の促進  

  安定的な生産体制の強化のため，堆肥生産システムの構築についての検討の

ほか，有害鳥獣対策，植物，畜産防疫体制，災害対策に関する情報提供等を実

施します。  

 

取組名  取組項目  取組内容  推進主体  

《取組２－１》

環境保全型農業

の推進  

環境保全型農業

の推進  

(1)環境保全型農業に関する

技術習得等の情報提供  

ＪＡ  

国・東京都  

調布市  

(2)環境保全型農業による農

産物について市民へ適切な周

知・ＰＲ  

農業者  

ＪＡ  

調布市  

農業委員会  

(3)東京都エコ農産物認証

等，農業心象の取得促進と，

取得した農産物の調布市ホー

ムページ等によるＰＲの強化  

ＪＡ  

国・東京都  

調布市  

《取組２－２》

持続可能な農業

生産の促進  

堆肥生産システ

ムの検討  

(1)残渣（ざんさ）等を活用

した堆肥生産システムの構築

についての検討  

農業者  

ＪＡ  

国・東京都等  

調布市  

安定的な生産体

制の強化  

(1)有害鳥獣の対策に関する

情報提供，防除施設の設置支

援等，鳥獣害防止対策の強化  

農業者  

ＪＡ  

国・東京都等  

調布市  

農業委員会  

(2)病害虫防除・畜産防疫体

制に関する情報提供  

ＪＡ  

国・東京都等  

調布市  

(3)災害対策に関する情報提

供や収入保険及び農業共済の

情報提供及び加入促進等自然

災害への対策強化  

農業者  

ＪＡ  

国・東京都等  

調布市  

農業委員会  
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主な取組内容                  （DO）  

《取組２－１》環境保全型農業の推進  

・化学肥料や農薬の使用量等に配慮した環境保全型農業を推進するため，市独自

の「都市農業育成対策事業」を活用した農業用設備の整備や農業用資材の購入

に対して助成するほか，希望する販売農家に対して有機質肥料を配付しまし

た。  

《取組２－２》持続可能な農業生産の促進  

・安定的な生産体制の強化として，自然災害などのリスクに備えて保険料の一部

を国が補助する収入保険制度や園芸施設共済制度について，農業だよりや市ホ

ームページで紹介しました。  

 

★主な取組実績                          

■有機質肥料の配付による環境保全型農業の推進  

市内の農地面積１０ａ以上で耕作している販売農家に対して，環境に配慮した  

栽培に取り組みやすい基盤整備や資材購入費に対して助成するほか，有機質肥料

を配付しました。  

 

＜令和３年度～令和５年度の実績＞  

 令和 3 年度  令和 4 年度  令和 5 年度  

配付数  102 件  105 件  104 件  

 有機質肥料  内訳  

 肥料１  15kg 

(主 な 原 料 ： 牛 糞 ， 舞 茸 菌 床 ) 
587 袋  555 袋  507 袋  

肥料２  20kg 

(主 な 原 料 ： 有 機 質 系 樹 皮 ) 
298 袋  279 袋  342 袋  

肥料３  15kg 

(主 な 原 料 ： 牛 糞 ， バ ー ク ) 
1,725 袋  1,784 袋  1494 袋  

肥料４  15kg 

(主 な 原 料 ： 鶏 糞 ) 
801 袋  700 袋  678 袋  

合  計  3,411 袋  3,318 袋  3,021 袋  
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基本方針１  いきいきとした農業経営           （PLAN）  

（３）多様な担い手の確保・育成  

 《取組３－１》農作業の省力化  

  省力化に関する情報提供や作業委託が可能な団体等の活用を促進し，負担軽

減の取組を支援します。  

 

 《取組３－２》担い手への包括的な支援拡充  

  多様な担い手への支援拡充を図るため，新規就農者・セカンドキャリア就農

業，女性農業者や後継者への支援を実施します。また，援農ボランティア活用

に向けた，農家と援農を希望する市民をマッチングする仕組みの検討を行う

等，市民参加による担い手確保に努めるとともに，教育機関や福祉と連携した

取組についても検討します。  

 

取組名  取組項目  取組内容  推進主体  

《取組３－１》

農作業の省力化  

農作業省力化へ

の支援  

(1)農作業の省力化に関する

情報提供や相談体制の強化  

ＪＡ  

国・東京都  

調布市  

農業委員会  
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取組名  取組項目  取組内容  推進主体  

《取組３－１》

担い手への包括

的な支援拡充  

新規就農者・セ

カンドキャリア

就農への支援  

(1)関連機関と連携による新

規就農者への支援  

国・東京都  

調布市  

農業委員会  

女性農業者への

支援  

(1)農業技術・経営講習会の

参加促進  

ＪＡ  

国・東京都  

調布市  

農業委員会  

(2)女性農業者同士の連携に

よる流通販売，加工，情報発

信等の取組支援の検討  

ＪＡ  

国・東京都  

調布市  

農業委員会  

後継者への支援  

(1)後継者研修や視察の実

施，農業に関する経営指導の

継続  

ＪＡ  

国・東京都  

調布市  

農業委員会  

各担い手への相

談体制の強化  

(1)各機関と連携した相談体

制の強化  

ＪＡ  

国・東京都  

調布市  

農業委員会  

(2)「東京都指導農業士制

度」の指定促進  

国・東京都  

調布市  

農業委員会  

教育機関と連携

した取組促進  

(1)教育機関と連携による職

場体験等の検討  

農業者  

調布市  

援農ボランティ

ア等の活用の検

討  

(1)援農ボランティア制度の

推進  

国・東京都  

調布市  

農業委員会  

(2)農作業から加工・流通・

販売等を支援する農業サポー

ターやパートナーの育成・マ

ッチングの検討  

農業者  

ＪＡ  

国・東京都  

調布市  

農業委員会  

農福連携による

取組の検討  

(1)高齢者や障がい者等との

共同による福祉農園等の取組

の検討  

農業者  

ＪＡ  

調布市  
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主な取組内容                  （DO）  

《取組３－１》農作業の省力化  

・東京都やＪＡマインズと連携し，農作業の省力化につながる基盤整備の支援に

努めました。  

《取組３－２》担い手への包括的な支援拡充  

・援農ボランティアに関する希望調査を実施し，農家の意向把握に努めました。  

・東京都と連携し「とうきょう援農ボランティア」を紹介するなど，援農ボラン

ティアにつなげました。  

・滝坂小学校地域において，ＪＡマインズと連携し新たな学童農園の開設を準備

しました。  

・市ホームページ等で，就農を検討中の方や就農予定（農家子弟等）の方などに

対し，専門的な相談ができる窓口を案内しました。  

・女性農業者の任意団体である「はなみずき」の会の運営を支援しました。ま

た，女性農業者で構成された「Ｗ－ minds
ウ ー マ イ ン ズ

」に対し，調布駅前広場で開催した

「マルシェ  ドゥ  調布」に新たに出店を案内するなど，女性農業者の活動を支

援しました。  
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★主な取組実績                          

 

■新規就農者・後継者への支援  

農業を始めたい方（就農予定農業後継者も含む）の相談内容に応じて，国や都  

が実施する就農希望者向けの農業研修や専門的な対応ができる就農・経営相談窓

口を案内するなど，都内で就農を目指す方への支援に努めました。  

 

〈市ホームページでの案内〉  

 

【参考】東京都産業労働局ホームページ  
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■援農ボランティア  

市内で活動する援農ボランテイアを支援するとともに，農家の援農ボランティ  

ア活用状況調査で「検討中」と回答した農家に対し，市内に限らず都内全体に広

く応募・募集が可能で，希望通りの日時，人数が確保しやすい「とうきょう援農

ボランティア」を案内し，ボランティアにつなげました。  

 

＜市ホームページでの案内＞

 

 

【参考】とうきょう援農ボランテイア（公 益 財団法人  東京都農林 水産振興財団）  

 

□とうきょう援農ボラ ンテイア  

農家：市内に限らず都 内で援農活動を行う援 農ボランテイアを募集  

□参加・募集方法  

 とうきょう援農ボラ ンテイア 専用サイトか ら  

□援農ボランティア受 入環境整備支援事業（ 受入農家への支援）  

休憩用の机，椅子、テ ント等ボランティアの 受入環境整備の支援  

対象者  財団が派遣する「広域 援農ボランティア」の 受入登録農家  

補助率  ３分の２以内（千円未 満切捨て）  

限度額  ２５万円  

条件等  ・助成金の申請は年度 内に１回限り  

・ボランティアの受入 実績がない農家は、当 該年度に受け入れ  

・飲食物や汎用性の高 い消耗品等は対象外  
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■女性農業者への支援  

 女性農業者の地位向上 ,農業経営及び生活の改善を図り都市農業発展の一翼を  

担うことを目的とし，女性農業者で構成された調布市女性農業後継者の会（愛称  

はなみずきの会）に対し，親睦や研修などのサポートの他，農業だよりに新規会  

員募集の記事を掲載するなど，会の円滑な運営を支援しました。  

 また，令和２年に“女性農業者の集まり”として結成され，令和４年に正式名  

称を「Ｗ -minds
ウ ー マ イ ン ズ

」とし，消費者の声を直接聞き，新鮮な市内農産物の美味しさを  

伝えることを目的に活動を行っている「Ｗ -minds
ウ ー マ イ ン ズ

」に対し，活躍の場を提供する  

など女性農業者の活動を支援しました。  

 

 【参考】＜農業だよりへ掲載した記事＞  

 

＜女性農業者組織「Ｗ－ minds」がマルシェ  ドゥ  調布に初出店＞  

 

 

                       

 

 

～調布市女性農業後継者の会（はなみずきの会）会員募集～  

 

 

はなみずきの会とは，市内の女性農業者によって

構成され，女性農業者の地位向上，農業経営の改

善や都市農業の一翼を担うため，親睦や研修を行っ

ている会です。  

年 3 回程度活動しており，昨年度は，埼玉県の三

芳町で，落ち葉堆肥農法などについての研修を行い

ました。 

現在，会員は 20 名，随時会員募集しています。

気軽に参加できる茶話会を定期的に開催していま

すので，ぜひご参加ください。活動や入会希望につい

ては農政課までお問い合わせください。ぜひ，一緒に

活動しましょう！！  令和５年 10 月の研修会の様子  
上富小学校屋上から三富新田の地割を見学  

 

 

  
 



21 

基本方針１  いきいきとした農業経営           （PLAN）  

（４）農家の販売力の強化  

 《取組４－１》調布市産ブランドの普及  

  市内農産物のブランドの確立・普及のため，ブランドキャラクターの活用等

を進めます。また，農商工連携として，地元商店街や民間企業等と連携して商

店街への直売スペースの出店，新たなサービスやイベント，商品開発へ向けた

取組を促進します。  

 

 《取組４－２》多様な販路の拡大  

  インショップ販売や駅前での農業イベント（マルシェ等）の開催促進や，参

加に係る支援の検討により，市民が集まる場所での販売促進を図ります。  

 

取組名  取組項目  取組内容  推進主体  

《取組４－１》

調布市産ブラン

ドの普及  

市内農産物ブラ

ンドの育成支援  

(1)ブランドキャラクター

「ベジタくん」の活用促進  

農業者  

ＪＡ  

調布市  

(2)市内農産物・植木・花き

の公共・公益施設での活用促

進の検討  

ＪＡ  

国・東京都等  

調布市  

農商工連携の促

進  

(1)商店街へ直売スペースを

出店する等，地域の商店街と

の連携促進  

市民・市民団体等 

農業者  

ＪＡ  

調布市  

(2)商工会や民間企業等と連

携した，新たなサービスやイ

ベント，商品開発の取組促進  

農業者  

ＪＡ  

民間企業等  

調布市  

《取組４－２》

多様な販路の拡

大  

市民が集まる場

所での販売促進  

(1)インショップ販売，駅前

での農業イベント（マルシェ

等）の開催，地元レストラン

での販売の促進  

農業者  

ＪＡ  

民間企業等  

調布市  

(2)販売周知に関する支援の

検討  

ＪＡ  

調布市  
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主な取組内容                  （DO） 
《取組４－１》農家の販売力の強化  

・ブランドキャラクター「ベジタくん」の活用を促進するために，市で作成する

チラシやポスターなどに積極的に活用しました。  

《取組４－２》多様な販路の拡大  

 

・ＪＡマインズやトリエ京王調布と連携し，まちのにぎわいや生産者とのふれあ

いの場の創出を目的とし，地場産の採れたて野菜や花の直売，フード・カフェ

を楽しむことができる「マルシェ  ドゥ  調布」を引き続き開催しました。  

・市民と農業者とのふれあいを促進し，農家の生産意欲及び技術力の向上を図る

ため，「調布市農業まつり」を引き続き開催しました。  

 

 

 

★主な取組実績                          

 

■調布市農産物ブランドキャラクター「ベジタくん」  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ブランド化推進に向 け，平成１４年２月に 調

布市農産物ブランド化 推進検討委員会を設置

し，委員会で検討した 結果，調布市は少量多 品

目栽培を行う農家が多 いことから（調布で生 産

された農産物を差別化 することなく）調布で 生

産された農産物すべて を調布産ブランドとす る

としました。  

 さらに，「今が旬！ 調布そだち」をキャッ チ

フレーズに，ブランド 化キャラクターとして ベ

ジタくんを決定しまし た。  
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■「マルシェ  ドゥ  調布」の開催  

まちのにぎわいや生産者とのふれあいの場の創出を目的として，令和４年度か  

ら試行的にマルシェ  ドゥ  調布を開催しており，令和５年度においては回数を増

やし，野菜の収穫時期に合わせて 6 月と 12 月に開催しました。  

クリスマスシーズンに調布駅前広場で開催した「マルシェ  ドゥ  調布」は，初

めての冬開催となりました。これまで同様，多くの市民に市内農産物に触れてい

ただく機会を創出しました。  

 

（１）野菜販売  

旬を迎えたとれたての市内農産物が数多く出荷され，農家の皆さんに食べ

方を尋ねる姿など，マルシェならではの買い物風景が見られ，多くの市内農

産物は完売となり，市内農家の生産意欲の向上にもつながりました。  
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（２）フード・カフェ・雑貨の販売等  

トリエ京王調布と連携し，市内産の新鮮な野菜を使った温かい料理やおし

ゃれな雑貨のお店が出店しました。  

   また，アコーディオン演奏のほか、様々な楽器等が奏でる音色やパラソル

付テラス席など，調布のまちににぎわいと活気をもたらすおしゃれな雰囲気

を演出しました。  
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■「第４５回調布市農業まつり」の開催  

市民と農業者とのふれあいを促進し，農家の生産意欲及び技術力の向上を図

るため， 11 月に調布市役所前庭で開催しました。  

会場では，市内農産物などの対面販売や恒例の農産物展示品評会のほか，野

菜の袋詰め，野菜の名前あてクイズなどの様々な催しが行われ，多くの市民が

参加しました。また，ＪＡマインズ女性部による舞踊大会や郷土芸能祭ばやし

保存会による祭ばやしが華やかに会場を盛り上げました。  

 

～宝船の展示～          ～農産物展示品評会～  

   

 

～野菜・果物・花の販売～  
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～祭ばやし～  

  

 

～フードの販売～  

  

 

～舞踊大会～  
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基本方針１の取組状況             （CHECK）  

◆取組の成果についての総括  

・市独自の補助事業である「都市農業育成対策事業」について，農業用設備等の

整備を行った農業者に対して補助を行ったことにより，農家の経営力向上につ

ながりました。  

・環境保全型農業を推進するため，市独自の「都市農業育成対策事業」を活用し

た農業用設備の整備や農業用資材の購入に対して助成するほか，希望する販売

農家に対して有機質肥料を支給したことにより，環境負荷の軽減に配慮した農

業につながりました。  

・市内で活動する水利組合が行う，水路のしゅんせつ作業に助成することで，水

田の保全を図りました。  

・ＪＡマインズやトリエ京王調布と連携し，地場産の採れたて野菜や花の直売，

フード・カフェを楽しむことができる「マルシェ  ドゥ  調布」の開催を通じ

て，市内農産物の更なるＰＲを図るとともに，市民が集える憩いの場を創出し

ました。  

・農業用肥料や原油等の価格高騰に対して，ＪＡマインズと連携し希望する農業

者へ農業用肥料の配付を実施するとともに，農業用ハウスの加温に要した原油

等の購入費用の一部助成を行うことで，農業経営の支援を実施しました。  

評価  Ａ 
【評価区分】取組状況 について，Ｓ～Ｄの５ 段階で評価  

 

Ｓ :「十分に取組成果が 得られた。      計画以上に目標を達成 した。」  

Ａ :「予定した取組成果 が得られた。     計画どおりに目標を達 成した。」  

Ｂ :「一定の取組成果が 得られた。      概ね計画どおりに目標 を達成した。」  

Ｃ :「予定した取組成果 が得られなかった。  目標達成にはやや至ら なかった。」  

Ｄ :「期待した取組成果 が得られなかった。  目標達成までには至ら なかった。」  

 

 

基本方針 1 の取組の方向性            （ACTION）  

◆取組の成果を踏まえた方向性  

・市独自の補助事業である「都市農業育成対策事業」は，市内農業者の営農力向

上につながることから，次年度以降も引き続き実施ができるよう取り組みま

す。  

・有機質肥料の配布事業は，市内農業者に環境保全型農業の促進を図ることがで

き，安全安心な農産物の生産につながることから，次年度以降も引き続き実施

できるよう調整を図ります。  

・市内にある数少ない水田の保全を図るため，水利組合に対する補助を継続しま

す。  

・「マルシェ  ドゥ  調布」の開催は，市内農産物のＰＲに有効であることから，

引き続き開催できるよう取り組みます。  

・価格高騰対策については，国や都の動向を注視し，必要に応じて関係部署と協

議します。  
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基本方針２  農のある地域づくり             （PLAN）  

（５）市内農産物の消費拡大  

 《取組５－１》直売の利用促進  

  直売所・市内農産物の認知度向上を目指し，直売の利用を促進します。定期

的な直売所マップの更新や各所での配布のほか，直売所マップの電子化やエリ

ア別マップの作成等の検討等，民間企業等と連携した多角的なＰＲ方法の検

討，効果的な媒体による情報を発信します。  

 

 《取組５－２》市民に身近な販売形態の確立  

  市民に身近な販売形態の確立のため，インショップ販売や駅前等での販売促

進や，インターネット販売等の活用の検討をします。  

  また，多くの市民に市内農産物を手にしてもらえるよう，直売所が少ないエ

リアへの直売所の配置について検討します。  

 

取組名  取組項目  取組内容  推進主体  

《取組５－１》

直売の利用促進  

直売情報の発信

強化  

(1)定期的な直売所マップの

更新や各所での配布  
調布市  

(2)直売所マップの電子化や

エリア別マップの作成，各農

家の取組等の掲載の検討  

ＪＡ  

調布市  

(3)民間企業等と連携した多

角的な直売所ＰＲの検討  

ＪＡ  

民間企業等  

調布市  

《取組５－２》

市民に身近な販

売形態の確立  

市民にとって利

便性の高い販売

の研究  

(1)インターネット販売等手

軽に市内農産物が入手可能な

販売形態の活用の検討  

農業者  

ＪＡ  

調布市  

直売所の新設・

拡充の検討  

(1)周辺に直売所がないエリ

アへの直売所配置の検討  

農業者  

ＪＡ  

調布市  

 

  



29 

主な取組内容                  （DO） 
《取組５－１》直売の利用促進  

・令和２年度に電子化した調布市農産物直売所マップを活用し，市内農産物の認

知度向上及び地産地消を促進しました。  

・市内農産物の消費拡大を目的とした転入者向けチラシを作成し，市民課や神代

出張所などを通じて転入届を提出した市民へ配布しました。  

《取組５－２》市民に身近な販売形態の確立  

・市内農業者の取組紹介について，希望する農業者には農業者が作成したフェイ

スブック等へのリンクを市ホームページに掲載するなど，インターネットを活

用した支援に取り組みました。  

・ＪＡマインズやトリエ京王調布と連携し，市内農産物等のＰＲや市民が集い憩

える場の提供を目的とし，地場産の採れたて野菜や花の直売，フード・カフェ

を楽しむことができる「マルシェ  ドゥ  調布」の開催回数や内容の充実を図り

開催しました。  

 

★主な取組実績                          

 

■電子化した農産物直売所マップの活用  

 令和２年度に電子化した農産物直売所マップに付記した二次元コードを，転入

者を対象に作成したチラシに付記することで，インターネット上で市内直売所の

表示や目的の直売所までのルート案内機能の利用を促進するなど，市内の農産物

直売所の利用促進を図りました。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【 QR コード】 

 

↑  マップに直売所が表示されないときは再読み込みしてください  
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【参考】調布市農産物直売所マップ  

都市農業の振興や農家と市民の交流拠点にもなる５９個所の直売所など  

を掲載しています。  
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■市内農産物の消費拡大を目的としたチラシの作成（転入者へ配布）  
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基本方針２  農のある地域づくり             （PLAN）  

（６）多様な農業体験の場づくり  

 《取組６－１》農業体験の場の充実  

  市民が農とふれあう機会の充実のため農業体験の推進を図ります。市民農

園・ふれあい体験農園の充実や，農業体験ファームの支援及び指導にあたる農

家の情報やプログラム内容等詳細情報発信を検討します。農家と学校のマッチ

ング等による学童・学校農園の推進のほか，「観光農園事業補助金」を活用し

観光農園を推進します。  

 

 《取組６－２》多様なニーズに応じた新たな農業体験の場づくり  

  多様なニーズに応じた新たな農業体験の場づくりのため，農業イベントや農

業教室等の開催により多くの市民が参加可能な農業体験の場の創出を検討しま

す。  

 

取組名  取組項目  取組内容  推進主体  

《取組６－１》

農業体験の場の

充実  

農業体験の推進  

(1)市民農園の充実  
農業者  

調布市  

(2)「農業体験ファーム事業

補助金」を活用した農業体験

ファームの運営及び施設整備

支援  

農業者  

調布市  

(3)ふれあい体験農園の充実  
ＪＡ  

調布市  

観光農園の推進  

(1)「観光農園事業補助金」

を活用した観光農園事業を実

施する農業者への支援  

調布市  

《取組６－２》

多様なニーズに

応じた新たな農

業体験の場づく

り  

新たな農業体験

の場の創出検討  

(1)農業イベントや農業体

験・研修等により，多くの市

民が参加可能な農業体験等の

場の創出の検討  

農業者  

ＪＡ  

調布市  
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主な取組内容                  （DO） 
《取組６－１》農業体験の場の充実  

・市民が農園を通じて土に親しみ，健全な余暇を過ごし，都市農業に対する理解

を深めるため，市内で市民農園を運営しました。  

・深大寺南町・東つつじケ丘地域に，新たに市民農園を開設する準備を進めまし

た。また，新たな開設にあたっては，農家の高齢化や担い手不足など，耕作が

難しくなった農家への対策の一つとされている都市農地の貸借の円滑化に関す

る法律を活用することで，農地保全に対する有効な取組を進めました。  

・市内農業者が運営する農業体験ファームの管理運営に対して補助することで，

都市農地の保全・活用を図りました。  

・市民が家族とともに気軽に農業を体験できる市民ふれあい体験農園を実施する

ことで，市内農業者との交流と都市農業への理解促進を図りました。  

・観光農園を実施する農家に対し，「調布市での生産物である旨を表示した袋，

箱等の梱包容器作成事業」等に係る経費の一部を助成することにより，市民の

利用と交流を促進するとともに，生産物及び流通環境の改善並びに農園経営の

向上に寄与しました。  

《取組６－２》多様なニーズに応じた新たな農業体験の場づくり  

・多様なニーズに応じた新たな農業体験の場づくりについては，これまでの調布

市市民意識調査結果から，市民ニーズが高い市民農園の開設に努めました。ま

た，新たな開設にあたっては，農家の高齢化や担い手不足など，耕作が難しく

なった農家への対策の一つとされている「都市農地の貸借の円滑化に関する法

律」を活用することで，農地保全に対する有効な取組を進めました。（再掲）  

・滝坂小学校地域において，ＪＡマインズと連携し新たな学童農園を開設する準

備を進めました。  
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★主な取組実績                          

 

■市民農園の運営  

 市民が農作業を通して自然に親しみ，野菜づくりを楽しみながら，農業に対す

る理解を深めるなど，多様な目的で利用していただくため，市民農園を開設・運

営しました。  

 利用期間：概ね３年間（２年１１箇月）  

 利用料  ：１５㎡（年額 6,000 円），２１㎡（年額 8,400 円）  

 

市民農園一覧                        令 和 ６ 年 ６ 月 現 在  

 
名  称  所  在  地  面積 (㎡ ) 

区画数 (区画 ) 

15㎡  21㎡  計  

1  下石原市民農園  下石原 2-7-1 737. 0 0 38 1 39 

2  八雲台市民農園  八雲台 2-30-6 1,282. 0 0 70 6 76 

3  深大寺南町市民農園  深大寺南町 5-4-2 484. 0 0 18 2 20 

4  入間町市民農園  入間町 1-3-16 1,008. 0 0 44 3 47 

5  小島町市民農園  小島町 3-73-2 809. 3 4 41 3 44 

6  深大寺東町市民農園  深大寺東町 3-9-15 927. 0 0 40 2 42 

7  深大寺北町市民農園  深大寺北町 6-14-11 1,032. 0 0 49 0 49 

8  布田市民農園  布田 6-8-25 883. 0 0 39 2 41 

9  菊野台市民農園  菊野台 2-27-1 1,432. 0 0 74 5 79 

1 0  上石原市民農園  上石原 2-45-4 900. 0 0 39 0 39 

1 1  下石原第２市民農園  下石原 3-12-4 1,609.88 77 0 77 

1 2  若葉町市民農園  若葉町 2-6-8 1,850.54 53 2 55 

1 3  東つつじケ丘市民農園  東つつじケ 2-13-6 1,013.15 34 0 34 

1 4  深大寺南町第 3市民農園  深大寺南町 4-31-3 722.00 21 0 21 
  計 14園   14,689.91 637 26 663 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

市民農園位置図  
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市民農園推移  

 

■新たな市民農園２園の開設の準備  

身近なレジャーとしても人気がある市民農園は，令和５年度末で多摩川市民農

園，深大寺南町第２市民農園が閉園することから，代替地である深大寺南町及び

需要の見込まれる地域である東つつじケ丘に，新たに２園設置する準備を進めま

した。  

 

 

 農園名  所在地  面積  設置予定区画数  開設予定日  

1 
東つつじケ丘  

市民農園  

東つつじケ丘  

2-13-6 他  
1013.15 ㎡  ３４区画  R6.6.1 

2 
深大寺南町第

３市民農園  

深大寺南町  

4-31-3 
722 ㎡  ２１区画  R6.6.1 
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＜参  考＞  

 

【ＪＡマインズ貸出農園（調布市内）】  

利用期間： 1年 10か月  

利用料：ＪＡマインズふれあいファーム小嶋   

          15㎡  月額  一般： 3,480円（税込）  組合員： 3,150円（税込）   

18㎡  月額  一般： 4,180円（税込）  組合員： 3,780円（税込）  

    ＪＡマインズふれあいファーム井上   

          15㎡  月額  一般： 3,480円（税込）  組合員： 3,150円（税込）  

    ＪＡマインズふれあいファーム篠崎    

15㎡  月額  一般： 3,480円（税込）  組合員： 3,150円（税込）  

 

 

令 和 ６ 年 ４ 月 １ 日 現 在  

 名  称  所  在  地  
区画数（区画）  

15㎡  18㎡  計  

1  ＪＡマインズふれあい ファーム小嶋  深大寺東町 1-13-15 ７  3 10 

2  ＪＡマインズふれあい ファーム井上  富士見町 1-30-26 14 ―  14 

３  ＪＡマインズふれあい ファーム篠崎  布田 5-41-6 ９   ９  

 ※令和６年４月開設  ＪＡマインズふれあいファーム篠崎  

 

 

 

 

 

 

              

            

 

 

  
ＪＡマインズふれあい ファーム位置図  

 

⓷  
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■農業体験ファーム  

 市民が農家の指導のもとで，農業体験の場の提供と農業に対する理解を深めて  

いただくとともに，都市農地の保全・活用を支援しました。  

 

 農業体験ファーム一覧                    令 和 6年 4月 現 在  

 農園名  所在地  面積  区画数  利用料 (年額 ) 

1  あい菜飛田の里  飛田給 1-48-4 1,295㎡  48区画  33,000円  

2  国領元気村  国領町 7-8-1 1,137㎡  36区画  39,000円  

3  深大寺ときめきの郷  深大寺東町 4-30-5 1,000㎡  34区画  36,000円  

4  国領 5丁目の畑  国領町 5-60-3 1,522㎡  60区画  36,000円  

5  入間ふれあい農園  入間町 1-25-7 1,303㎡  26区画  35,000円  

6  chofuみらい farm 飛田給 1-18-1 1,854㎡  48区画  40,000円  

  計６園   8,111㎡  252区画   

 ＊ 利 用 契 約 ： 農 園 主 と 利 用 者 間 で 契 約 を 締 結  

 ＊ 利 用 期 間 ： 2年 11か 月 （ 契 約 は 1年 毎 に 締 結 ）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

農業体験ファーム事業補助金交付要綱の概要  

項  目  内  容  

補助対象農地  

 

①生産緑地内の農地で 10a以上あること  

②日照・排水等農園に 適していること  

③原則，公道に接して いること  

④ 5年以上農業体験ファ ームができること  

⑤近隣で相当数の利用 者が見込めること  

⑥農地法等関係法令上 支障がないこと  

施設の要件  ①体験ファームの表示 看板の設置  

②概ね 30㎡ごとに区画割りをし，各区画の境 界を明確化  

③各区画に通じる通路 を設置  

④水道施設，簡易トイ レの設置に応じた下水 道施設の整備  

⑤日陰棚，ベンチ等の 簡易休憩施設の設置  

補助金額  施設整備に要する補助 金：施設整備に要する 経費の 2／ 3以内  

管理運営に要する補助 金： 1区画につき 10,000円  

            ＊春作のみ，秋作 のみの場合は 5,000円  

  

⑥  

chofu みらい farm（ 令 和 2 年 4 月 開 設 ）  

 

平成 30 年 9 月 1 日に施行された

「都市農地の貸借の円滑化に関す

る法律」に基づき，市内農家が生

産緑地を所有する農家から農地を

貸借して，飛田給駅近くに開設  

農業体験ファーム位置 図  
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■市民ふれあい体験農園  

  市民に家族とともに気軽に農業体験や市内農業者との交流を楽しんでいただ

き，都市農業への理解促進を図りました。  

  参加要件：市内在住で熱意をもって農作業できる市民  

  事業委託：ＪＡマインズ（青壮年部）  

 【令和３年度】※コロナ感染症予防対策として，通常時の半数の参加世帯で開催  
 開  催  日  内  容  等  参加世帯数  

第 1回  

夏野菜  

令和３年  第１回，

第２回は，コロナ感

染症の影響を受けイ

ベントを中止  

※収穫した野菜は，社 会福祉協議会を

通じてこども食堂等に 寄付  
0世帯  

第 2回  0世帯  

第 3回  
秋野菜  

    9月 13日  白菜・大根の種まき  20世帯  

第 4回      12月  4日  白菜・大根の収穫  20世帯  

 【令和４年度】※コロナ感染症予防対策として，通常時の約半数の参加世帯で開催  
 開  催  日  内  容  等  参加世帯数  

第 1回  
夏野菜  

令和 4年 5月 14日  枝豆・とうもろこしの 種まき  25世帯  

第 2回      7月 23日  枝豆・とうもろこしの 収穫  25世帯  

第 3回  
秋野菜  

    9月 10日  白菜・大根の種まき  25世帯  

第 4回     11月 12日  白菜・大根の収穫  25世帯  

【令和５年度】※コロナ感染症予防対策として，通常時より参加人数を減らして開催  
   開  催  日  内  容  等  参加世帯数  

第 1回  
夏野菜  

    5月 12日  枝豆・とうもろこしの 種まき  30世帯  

第 2回      7月 22日  枝豆・とうもろこしの 収穫  30世帯  

第 3回  
秋野菜  

    9月  8日  白菜・大根の種まき  30世帯  

第 4回      12月 12日  白菜・大根の収穫  30世帯  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

6 2 8 ㎡  
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■学童農園  

小学校児童を対象に，体験学習（授業）のための農園を設置し，農業への理解

を促進しました。  

【米づくり】  

 ◆多摩川小学校（第５学年）  

  ①米づくり農園（多摩川１－２０－４）     

 作  業  日  内  容  等  
参加人数（人）  

児童  教員  

R3 
第 1回  令和３年   ６月１６日  田植え  104 4 

第 2回       １０月  ６日  稲刈り，稲干し  104 4 

R4 
第 1回  令和４年   ６月１６日  田植え  101 4 

第 2回       １０月１２日  稲刈り，稲干し  101 4 

R5 第 1回  令和５年   ６月１６日  田植え  105 4 

 第 2回       １０月１２日  稲刈り，稲干し  105 4 

◆布田小学校（第５学年・第６学年）  

②斉藤農園（染地１－１７－２，３）     

 作  業  日  内  容  等  
参加人数（人）  

児童  教員  

R3 
第 1回  令和３年６月  ８日  田植え  153 8 

第 2回     １０月  ４日  稲刈り，稲干し  153 8 

R4 
第 1回  令和４年６月  ８日  田植え  152 8 

第 2回     １０月  ３日  稲刈り，稲干し  152 8 

R5 
第 1回  令和５年６月  １日  田植え  162 8 

第 2回     １０月  ２日  稲刈り，稲干し  161 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

田植えの様子  

 

稲刈りの様子  

 



41 

【野菜づくり】  

 ◆布田小学校（第２学年）  

  ➀野菜づくり農園（布田６－８－１３）枝豆，とう もろこし，白菜，大根  

 作  業  日  内  容  等  
参加人数（人）  

児童  教員  

R3 

第 1回  令和３年  ４月２０日  枝豆・とうもろこしの 種まき  80 3 

第 2回       ７月  ９日  枝豆・とうもろこしの 収穫  80 3 

第 3回  
     ９月１３日  

    児童参加中止  

白菜・大根の種まき  
0 0 

第 4回      １１月２４日  白菜・大根の収穫  80 3 

R4 

第 1回  令和４年  ４月２１日  枝豆・とうもろこしの 種まき  85 3 

第 2回       ７月  ７日  枝豆・とうもろこしの 収穫  85 3 

第 3回       ９月１５日  白菜・大根の種まき  85 3 

第 4回      １１月２２日  白菜・大根の収穫  85 3 

R5 

第 1回  令和５年  ４月１８日  枝豆・とうもろこしの 種まき  75 3 

第 2回   ７月１０日  枝豆・とうもろこしの 収穫  75 3 

第 3回       ９月１９日  白菜・大根の種まき  75 3 

第 4回      １２月  １日  白菜・大根の収穫  75 3 

 ◆上ノ原小学校（夏：第３学年，秋：第２学年）※令和３年度から実施  

  ②野菜づくり農園（深大寺東町３－４－１）枝豆，大根，カブ  

 作  業  日  内  容  等  
参加人数（人）  

児童  教員  

R3 
第 1回  

令和３年１２月  １日  

    児童参加中止  

ほうれん草の種まき  
0 0 

第 2回  令和４年  ３月２３日  ほうれん草の収穫  146 5 

R4 

第 1回  令和４年  ４月２７日  枝豆の種まき  145 5 

第 2回       ７月１９日  枝豆の収穫  145 5 

第 3回       ９月２６日  大根の種まき  145 5 

第 4回      １２月１３日  大根の収穫  145 5 

R5 

第 1回  令和５年  ４月２５日  枝豆の種まき  140 5 

第 2回       ７月１９日  枝豆の収穫  140 5 

第 3回       ９月２１日  大根・カブの種まき  140 5 

第 4回      １２月  ６日  大根・カブの収穫  140 5 

 ◆第三小学校（第３学年）※令和４年度から実施  

  ③野菜づくり農園（上石原２－４５－４）枝豆，白菜，大根  

 作  業  日  内  容  等  
参加人数（人）  

児童  教員  

R4 
第 1回  令和４年  ９月  ７日  白菜・大根の種まき  91 3 

第 2回  令和４年１１月２４日  白菜・大根の収穫  91 3 

R5 

第 1回  令和５年  ４月２７日  枝豆の種まき  90 3 

第 2回       ７月１１日  枝豆の収穫  90 3 

第 3回       ９月２１日  白菜・大根の種まき  90 3 

第 4回      １２月  ７日  白菜・大根の収穫  90 3 

 

 

 

 

  
種まきの様子  

 

収穫の様子  

 



42 

■学校農園（教育部指導室，学校）  

その他の学校でも，学校の学習環境によって，校庭やプランター等を活用した  

栽培や，市内の協力農家の畑で，農作業の体験学習（授業）が実施されました。  

 

 【参考】小学校ホームページ  
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■「観光農園事業補助金」を活用した観光農園事業を実施する農業者への支援  

 観光農園事業（「果樹，苗等の生産・直販農園」，「花き，盆栽等の生産・直  

販農園」など）に係る「ベンチ等の休憩施設設置事業」，「旗・ポール等の広報  

宣伝事業」，「給排水等の衛生施設設置事業」，「調布市での生産物である旨を  

表示した袋，箱等の梱包容器作製事業」に要する経費の一部を助成しました。  

 

＜令和３年度～令和５年度の実績＞  

 令和 3年度  令和 4年度  令和 5年度  

補 助 数 ４件  ４件  ３件  

補 助 内 容 
ぶ ど う 箱 ， ブ ル ー ベ リー

ソース瓶など  

ぶどう箱  ぶどう箱  

補助率  ３分の２以内  １農家 につき年額３０万円限 度  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ぶ ど う 箱  ブ ル ー ベ リ ー パ ッ ク  

①  

②  

③  

④  
⑤  

⑥  

⑦  

⑧  

⑨  
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観 光 農 園 位 置 図  

ぶ ど う 園  ぶ ど う 園  

①  

②  
③  

④  
⑤  

⑥  
⑦  

⑧  
⑨  
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基本方針２  農のある地域づくり             （PLAN）  

（７）都市農業を活かした食育の推進  

 《取組７－１》地域全体で取り組む食育の推進  

  地域全体で取り組む食育の推進のため，町内の連携の強化のほか，教育機関

との連携により，学校給食における市内農産物の活用の推進や農業体験を希望

する学校への支援及び食育指導に当たる農家への支援を検討します。  

 

 《取組７－２》学童・学校農園の支援  

  学童・学校農園の支援のため，農家と学校のマッチング等により学童・学校

農園を推進します。  

 

取組名  取組項目  取組内容  推進主体  

《取組７－１》

地域全体で取り

組む食育の推進  

教育機関との連

携による食育の

推進  

(1)現在食育に取り組む学校

への支援及び農業体験等の食

育の取組を希望する学校への

支援を検討  

農業者  

ＪＡ  

国・東京都等  

調布市  

指導農家への支

援  

(1)食育指導にあたる農家へ

の資料提供等による支援の検

討  

ＪＡ  

調布市  

《取組７－２》

学童・学校農園

の支援  

学童・学校農園

の推進  

(1)農家と学校のマッチング

等による学童・学校農園の推

進  

農業者  

ＪＡ  

調布市  

 

  



46 

主な取組内容                  （DO） 
《取組７－１》地域全体で取り組む食育の推進  

・学校給食での市内農産物の使用や，地域の学校の授業で，児童に農業について

の話をする等，食育の取組が推進されました。  

・布田小学校，多摩川小学校，上ノ原小学校及び第三小学校において，米づくり

及び野菜づくりの学童農園を実施しました。  

《取組７－２》学童・学校農園の支援  

・滝坂小学校地域において，ＪＡマインズと連携し新たな学童農園を開設する準

備を進めました。  
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★主な取組実績                          

■学校給食による地産地消と食育の推進（教育部学務課・農業委員会事務局）  

 平成４年に学校（栄養士会）と農家が『 S＆ A（ School
ス ク ー ル

＆ Agriculture
ア グ リ カ ル チ ャ -

：学校と農

家）』という組織を作りました（令和６年８月現在，会員数３４人  内訳：栄養

士２人，調理師２人，農家３０人）。  

 「安全で新鮮な野菜・果物を学校給食へ！」を合言葉に，学校給食で市内農産

物が提供されています。  
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北ノ台小学校  「令和 ５年６月  食育 ･献立だ より」  

 

富士見台小学校「令和 ５年７月  食育だより 」  
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■『調布市食育ガイド「地産地消編」（平成 27 年 3 月）』の発行（健康推進課）  
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基本方針２  農のある地域づくり             （PLAN）  

（８）農業・農地への理解促進  

 《取組８－１》農業情報の発信強化  

  農業情報の発信強化のため，効果的な情報発信媒体を活用した各種イベント

情報等の発信や，イベント参加者や市民団体等へのＳＮＳ等を用いた情報の発

信依頼，各農家によるＳＮＳ等を用いた情報発信，調布市ホームページにおけ

る各農家のＳＮＳページを紹介により，市民ニーズの高い情報収集・発信をし

ます。  

 

 《取組８－２》市民との交流機会の充実・拡大  

  市民との交流機会の充実・拡大のため，地域ごとの小規模イベントの開催の

促進，「農業まつり」等農業イベントのＰＲ強化やプログラムの充実を図りま

す。  

 

取組名  取組項目  取組内容  推進主体  

《取組８－１》

農業情報の発信

強化  

調布市農業・農

地のＰＲ  

(1)調布市農業の理解を深め

るために調布市農業に関する

リーフレット等の作成を検討  

ＪＡ  

調布市  

市民ニーズの高

い情報収集・発

信  

(1)効果的な情報発信媒体を

活用した農家の取組や各種イ

ベント情報等を積極的に発信  

市民・市民団体等 

農業者  

ＪＡ  

調布市  

《取組８－２》

市民との交流機

会の充実・拡大  

農家と近隣住民

における交流の

促進  

(1)収穫祭や料理教室等の地

域ごとの小規模イベントの開

催の促進  

農業者  

ＪＡ  

調布市  

農業委員会  

農業イベントへ

の参加促進  

(1)「農業まつり」等農業イ

ベントのＰＲ強化やプログラ

ムの充実  

農業者  

ＪＡ  

調布市  

農業委員会  
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主な取組内容                  （DO） 
《取組８－１》農業情報の発信強化  

・まちのにぎわいや生産者とのふれあいの場の創出を目的として，ＪＡマインズ

や市内農家，トリエ京王調布等と連携し，地場産の採れたて野菜や花の直売，

フード・カフェを楽しむことができる「マルシェ  ドゥ  調布」を開催し，市内

農産物等のＰＲや市民が集える憩いの場の提供及び多くの市民に市内農産物に

触れられる機会を創出しました。  

 

《取組８－２》市民との交流機会の充実・拡大  

・市民ふれあい体験農園を実施し，農業者と市民との協働，農業体験の参加者同

士の交流など，農業を通じたコミュニティ形成や食育の推進を図りました。  
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★主な取組実績                          

 

■市内農産物等のＰＲ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

  

 「マルシェ  ドゥ  調布」や

「農業まつり」開催に係るチラ

シを作成し，市内農産物等をＰ

Ｒしました。  
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基本方針２の取組状況             （CHECK）  

◆取組の成果についての総括  

・都市農業に親しみ，野菜づくりを楽しめ，市民ニーズが高い市民農園を開設・

運営することで，農業に対する理解促進を図ることができました。また，新た

な開設にあたっては，農家の高齢化や担い手不足など，耕作が難しくなった農

家への対策の一つとされている都市農地の貸借の円滑化に関する法律を活用す

ることで，農地保全に対する有効な取組を進めました。  

・滝坂小学校地域における学童農園を新規開設する準備を進め，小学校児童の農

業に対する更なる理解促進を図る準備ができました。  

・農業体験ファームの管理運営に対して補助することで，都市農地の保全・活用

につながりました。  

・市民が家族とともに気軽に農業を体験できる市民ふれあい体験農園を実施する

ことで，市内農業者との交流や農業に対する理解を促進するとともに，食育の

推進を図りました。  

・観光農園を実施する農家に対し，「調布市での生産物である旨を表示した袋，

箱等の梱包容器作成事業」等に係る経費の一部を助成することにより，市民の

利用と交流を促進するとともに，生産物及び流通環境の改善並びに農園経営の

向上につながりました。  

評価  Ａ 
【評価区分】取組状況 について，Ｓ～Ｄの５ 段階で評価  

 

Ｓ :「十分に取組成果が 得られた。      計画以上に目標を達成 した。」  

Ａ :「予定した取組成果 が得られた。     計画どおりに目標を達 成した。」  

Ｂ :「一定の取組成果が 得られた。      概ね計画どおりに目標 を達成した。」  

Ｃ :「予定した取組成果 が得られなかった。  目標達成にはやや至ら なかった。」  

Ｄ :「期待した取組成果 が得られなかった。  目標達成までには至ら なかった。」  

 

基本方針２の取組の方向性            （ACTION）  

◆取組の成果を踏まえた方向性  

・市民農園の運営は，市民が農園を通じて自然に親しみ，野菜づくりを楽しみな

がら，都市農業に対する理解促進につながることから，「都市農地の貸借の円

滑化に関する法律」を活用した充実を図ります。  

・農業体験ファームの管理運営の補助事業は，都市農地の保全・活用につながる

ことから，引き続き実施できるよう取り組みます。  

・市民ふれあい体験農園の実施は，市民が家族とともに気軽に農業を体験でき，

市内農業者との交流を図るとともに，農業に対する理解促進につながることか

ら，引き続き実施できるよう取り組みます。  

・観光農園運営への補助は，市民の利用と交流を促進するとともに，生産物及び

流通環境の改善並びに農園経営の向上につながることから，引き続き実施でき

るよう調整を図りました。  

・学童農園の実施は，児童の農業への理解促進に対して有効であることから，引

き続き実施できるよう取り組みました。  
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基本方針３  農地の保全・活用              （PLAN）  

（９）都市農地の保全  

 《取組９－１》生産緑地法等の活用  

  新たな法や制度を活用した多様な形態による農地・農業の保全を図るため，

生産緑地法等を活用します。特定生産緑地について，個別相談体制の強化や戸

別訪問・通知により指定を促進するほか，生産緑地の追加指定に向けた取組を

推進するとともに，生産緑地法改正により，新たに設置可能となった直売所や

農家レストラン，加工施設等を活用したモデルとなる取組を検討します。  

  また，関連組織との連携により「都市農地の貸借の円滑化に関する法律」の

周知を図ります。  

 

 《取組９－２》相続対策の支援  

  相続の発生が農地の減少の理由のひとつになっていることから，相続の発生

前・発生後の農家への支援として，各機関との連携による相談体制の強化や，

相続問題に関する勉強会・講演会の開催等の支援をします。  

 

取組名  取組項目  取組内容  推進主体  

《取組９－１》

生産緑地法等の

活用  

特定生産緑地の

指定促進  

(1)個別相談体制の強化や戸

別訪問・通知による周知  

ＪＡ  

調布市  

農業委員会  

生産緑地の追加

指定の推進  

(1)生産緑地の追加指定に向

けた周知強化  

ＪＡ  

調布市  

農業委員会  

生産緑地法活用

のモデルの検討  

(1)生産緑地法改正により，

新たに設置可能となった直売

所や農家レストラン，加工施

設等を活用したモデルとなる

取組の検討  

農業者  

ＪＡ  

国・東京都等  

調布市  

「都市農地の貸

借の円滑化に関

する法律」の周

知・活用  

(1)関連組織と連携した，農

地の貸借や農地利用の促進  

農業者  

ＪＡ  

国・東京都等  

調布市  

農業委員会  

《取組９－２》

相続対策の支援  

相続相談体制の

強化  

(1)各機関との連携による相

談体制の強化  

ＪＡ  

国・東京都等  

調布市  

勉強会や講演会

の検討  

(1)農地の活用方法として，

市民農園や農業体験ファーム

等の紹介等，相続問題に関す

る勉強会・講演会の開催の検

討  

ＪＡ  

国・東京都等  

調布市  
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主な取組内容                  （DO） 
《取組９－１》生産緑地法等の活用  

・ＪＡマインズと連携し，農業者の高齢化や担い手不足，農地保全に対する有効

な取組となる都市農地の貸借の円滑化に関する法律の周知を図りました。  

《取組９－２》相続対策の支援  

・ＪＡマインズや東京都農業会議等と連携し，市内農業者の相続相談体制の強化

に努めました。  
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★主な取組実績                          

■「都市農地貸借円滑化法（特定農地貸付法含む）」の活用  

生産緑地を対象とする都市農地の貸借の円滑化に関する法律が平成３０年９月に施行された

ことにより，都市農地の貸借がしやすくなりました。 

法律の適用は大きく２つ，都市農地を借りて「自ら耕作する場合」と「市民農園を開設する場

合」に分かれます。 

区市町村及び農業協同組合が市民農園型を開設する場合（特定農地貸付法）を含め，制度

の活用は，農業者の高齢化や担い手不足，農地保全に対する有効な取組になりました。 

 

＜「都市農地貸借円滑化法（特定農地貸付法含む）」の活用数>（平成３０年度～令和５年度） 

【※１について】  

区市町村及び農業協同組合が，農地を借りて市民農園型を開設する場合の法律は， 

「特定農地貸付法 」になります。  

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 平  成  令  和  

３０年度  元年度  ２年度  ３年度  ４年度  ５年度  合  計  

自ら耕作  ０  ２  ５  ８  ４  ２  ２１ 

市民農園型  

（特定貸付含む）※１  

１  0 ０  ４  

（３） 

０  ３  

(３) 

８  

                   ※表の活用数は市が承認した年度  ２９ 

 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度

「都市農地貸借円滑化法（特定農地貸付法含む）」の活用（総数）

「都市農地貸借円滑化法(特定農地貸付法含む）」の活用(総数）
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＜都市農地を借りて自ら耕作する活用＞         令和６年３月現在  

 農園名  所在地  面積  年度（承認）  内容・理由  

1 
chofu 

みらい farm 
飛田給  1,854 ㎡  令和元年度  

体験ファーム  

（令和２年度開設）  

2 ―  国領町  912 ㎡  令和元年度  経営規模拡大  

3 ―  染地  363 ㎡  令和 2 年度  経営規模拡大  

4 ―  染地  638 ㎡  令和 2 年度  経営規模拡大  

5 ―  染地  1,044 ㎡  令和 2 年度  経営規模拡大  

6 ―  布田  1,482 ㎡  令和 2 年度  経営規模拡大  

7 ―  染地  1,391 ㎡  令和 2 年度  経営規模拡大  

8 ―  小島町  2,909 ㎡  令和 3 年度  経営規模拡大  

9 ―  国領町  1,229 ㎡  令和 3 年度  経営規模拡大  

10 第三小学校  上石原  296 ㎡  令和 3 年度  
学童農園  

（令和５年度開設）  

11 ―  染地  859 ㎡  令和 3 年度  農業体験運営  

12 ―  布田  701 ㎡  令和 3 年度  農業体験運営  

13 ―  上石原  675 ㎡  令和 3 年度  農業体験運営  

14 ―  西つつじケ丘  639 ㎡  令和 3 年度  農業体験運営  

15 ―  深大寺北町  683.66 ㎡  令和 3 年度  農業体験運営  

16 ―  染地  1,154 ㎡  令和 4 年度  農業体験運営  

17 ―  富士見町  605 ㎡  令和 4 年度  農業体験運営  

18 ―  下石原  1,710 ㎡  令和 4 年度  農業体験運営  

19 ―  国領町  1,482 ㎡  令和 4 年度  経営規模拡大  

20 滝坂小学校  東つつじヶ丘  320 ㎡  令和 5 年度  
学童農園  

（ 令 和 ７ 年 度 開 設 予 定 ）  

21 ―  深大寺南町  6,966 ㎡  令和 5 年度  

・経営規模拡大  

・田んぼ体験農園  

（令和６年度開設）  
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＜都市農地貸借円滑化法により都市農地を借りて市民農園を開設する活用＞令 和 ６ 年 ３ 月 現 在  

 農園名  所在地  面積  年度（承認）  運営  

1 シェア畑仙川  仙川町  2,099 ㎡  平成 30 年度  
民間  

（平成３０年度開設）  

2 シェア畑深大寺  深大寺北町  760 ㎡  
 

令和３年度  

民間  

（令和３年度開設）  

  

＜特定農地貸付法により都市農地を借りて市民農園を開設する活用＞令和６年３月現在  

 農園名  所在地  面積  年度（承認）  運営  

1 
上石原  

市民農園  
上石原  900 ㎡  令和３年度  

調布市  

（令和４年度開設）  

2 
下石原第 2 

市民農園  
下石原  1609.88 ㎡  令和３年度  

調布市  

（令和４年度開設）  

3 
若葉町  

市民農園  
若葉町  1850.54 ㎡  令和３年度  

調布市  

（令和４年度開設）  

4 
東つつじケ丘  

市民農園  
東つつじケ丘  1013.15 ㎡  令和５年度  

調布市  

（令和６年度開設）  

5 
深大寺南町第３  

市民農園  
深大寺南町  722 ㎡  令和５年度  

調布市  

（令和６年度開設）  

6 
ＪＡマインズ  

ふれあい  

ファーム篠崎  

布田  315 ㎡  令和５年度  
ＪＡ  

（令和６年度開設）  
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都市農地の貸借の円滑化に関する法律（都市農地貸借法）の概要  

（平成30年9月1日施行） 

 １  都市農地を借りて市民農園を開設するケース（今回の案件に該当）  

 

 

【市民農園とは（法律の要件）】  

 ・市民農園利用者当たりの貸付が１０ a（ 1,000㎡）未満  

 ・貸付期間（対市民農園利用者）が５年未満  

 ・複数の者を対象（公募）  

 ・市民農園利用者は営利を目的としないこと（スーパー等に出荷しない）  

 

 【開設の流れ】  

市民農園の開設者（民間企業等）が，農地の所有者（農家さん）及び市町村

と『貸付協定』を締結したうえで，農業委員会に承認申請。  

 承認を受けた都市農地（生産緑地）は，農地法の特例を受け，上記のメリッ

トを受けることができます。  

 ※相続税の納税猶予については別途税務署への届出が必要  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

※②貸付規程の作成  
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２   都市農地を借りて自ら耕作するケース  

 

【手続きの流れ】  

都市農地の借り手が耕作の事業に関する計画 (事業計画 )を作成の上，市区町村

長の認定を受けることができます。この認定を受けた事業計画に従って都市農地

に設定された賃貸借等は，上記メリットを受けることができます。     

※相続税納税猶予制度については税務署への届出が必要  

【事業計画の認定の基準】  

・都市農業の機能の発揮に特に資する基準に適合する方法により都市農地にお

いて耕作を行うか。  

例  →  生産物の一定割合を地元直売所等で販売  

→  防災協力農地として市町村等と防災協力協定を締結  

→  都市住民が農作業体験を通じて農作業に親しむ取組  など  

・農地の全てを効率的に利用するか  など。  

 

参  考（農地保全関連諸制度の改正等）  

・平成２７年  都市農業振興基本法の制定・施行  

・平成２８年  都市農業振興基本計画  閣議決定  

・平成２９年  改正生産緑地法等の施行  

       都市計画運用指針の改定  

・平成３０年  都市農地の貸借の円滑化法の制定・施行  

       改正農地法の施行  

租税特別措置法の改正・施行  

生産緑地法施行規則の改正  
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【参考】生産緑地制度の概要（東京都都市整備局ホームページ）  
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基本方針３  農地の保全・活用              （PLAN）  

（１０）都市農地の多面的機能の発揮  

 《取組１０－１》都市農業・農地の多面的機能の発揮  

  都市農業・農地の持つ多面的機能の発揮に向け，各種取組を支援します。ま

た，農業まつり等のイベントや情報発信媒体を活用して農地の多面的機能をＰ

Ｒします。  

 

 《取組１０－２》防災機能の強化・拡充  

  「都市農地保全支援プロジェクト補助金」を活用した防災兼用農業用井戸の

設置等の防災機能の強化を引き続き推進します。また，地域防災計画に基づき

農地が有する防災機能の周知により防災機能が発揮されるよう取り組みます。  

 

取組名  取組項目  取組内容  推進主体  

《取組１０－１》 

都市農業・農地

の多面的機能の

発揮  

多面的機能の発

揮の推進  

(1)生産環境保全，防災，レ

クリエーション，教育，景観

形成，歴史文化継承，健康増

進，生物多様性の保全等の機

能を発揮するための各種取組  

※各項目で具体的取組の展開  

農業者  

市民  

ＪＡ  

国・東京都等  

調布市  

農業委員会  

農地の多面的機

能のＰＲ  

(1)イベントや情報発信媒体

を活用した都市農業・農地の

多面的機能のＰＲ  

農業者  

ＪＡ  

調布市  

農業委員会  

《取組１０－２》 

防災機能の強

化・拡充  

「都市農地保全

支援プロジェク

ト」の推進  

(1)「都市農地保全支援プロ

ジェクト補助金」を活用した

防災兼用農業用井戸の設置等

防災機能の強化・拡充  

調布市  

国・東京都等  

農業委員会  

庁内の連携強化  

(1)「災害時協力井戸」登録

の促進  

農業者  

調布市  

(2)「地域防災計画」に基づ

く「災害時協力農地」の防災

機能の発揮  

ＪＡ  

農業者  

調布市  

(3)農地が有する保水機能や

延焼防止機能等の周知・ＰＲ  

ＪＡ  

調布市  
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主な取組内容                  （DO） 
《取組１０－１》都市農業・農地の多面的機能の発揮  

・滝坂小学校地域において，ＪＡマインズと連携し新たな学童農園を開設する準

備を進めました。（再掲）  

・深大寺南町，東つつじケ丘地域に，２園の市民農園を新たに開設する準備を進

めました。また，新たな開設にあたっては，農家の高齢化や担い手不足など，

耕作が難しくなった農家への対策の一つとされている都市農地の貸借の円滑化

に関する法律を活用することで，農地保全に対する有効な取組を進めました。

（再掲）  

・まちのにぎわいや生産者とのふれあいの場の創出を目的として，ＪＡマインズ

や市内農家，トリエ京王調布等と連携し，地場産の採れたて野菜や花の直売，

フード・カフェを楽しむことができる「マルシェ  ドゥ  調布」を引き続き開催

しました。（再掲）  

《取組１０－２》防災機能の強化・拡充  

・都市農地保全支援プロジェクト（都補助事業）の後継事業である「未来に残す

東京の農地プロジェクト」を活用し，地域環境に配慮する基盤整備や防災機能

を高める整備に補助しました。  
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★主な取組実績                          

■未来に残す東京の農地プロジェクト（都補助事業）  

農地の持つ防災や環境保全などの多面的機能をより発揮させることや，地域住  

民に配慮した生産基盤整備，宅地等から農地を創出する取組などにより，貴重な

都市農地の保全を図りました。                

 

＜調布市未来に残す東京の農地プロジェクト補助金交付要綱（ 令 和５年６月 29日施行）の概要＞  

【事業内容】  

土留め，フェンス整備，井戸，農薬飛散防止等の生産基盤整備や農家の宅地等から農地

を創出する取組や農地を再生する取組などを支援。  

【補助対象者】農地保全に意欲的に取り組む農業者及び農業団体  

【補助率】整備支援： 3／ 4以内＋ 50千円  農地創出・再生； 1／ 2以内  

支援内容  補助事業の内容  補助率及び補助対象経 費 . 

農地創出型  

農地又は農的空間とし ての利用を目的として ，現況非農地を

整地・整備し，農地等 の面積を増加させる整 備に必要な次の各

号に掲げるもの  

(１ ) 建物等解体処分の一部  

(２ ) 除礫，深耕，客土及び土壌改良  

(３ ) 前２号に掲げるもののほか，農地利用 に必要な整備等  

補助率は補助対象経費 の

２分の１以内  

 

農地再生型  

遊休農地や条件が悪く 貸借が進まない農地を 再生利用するた

めの整備又は後継者の 就農等に伴う作目転換 を促進するための

整備に必要な次の各号 に掲げるもの  

()(１ )樹木等の障害物除去及び処分  

( (２ )除礫，深耕，客土及び土壌改良  

( (３ )２号に掲げるもののほか，農地利用に 必要な整備等  

補助率は補助対象経費 の

２分の１（認定新規就 農

者にあっては，３分の

２）以内  

 

生活環境型  

地域及び環境に配慮し た基盤整備として次の 各号に掲げるも

の  

(１ ) 散策路，遊歩道及び農業用水路の親水 化等の整備  

(２ ) 農薬飛散防止施設の整備  

(３ ) 土留め（擁壁を含む。），フェンス及 び生垣の整備  

(４ ) 簡易直売所の整備  

(５ ) 市民農園，体験農園等の整備  

(６ ) 前各号に掲げるもののほか，市長が必 要と認める基盤整

備  

補助率は補助対象経費 の

４分の３以内，補助対 象

経費の下限は実施設計 に

係る経費を除き，１案 件

当たり 50 万円  

 

防災安全型  

防災機能を強化するた めの整備として次の各 号に掲げるもの  

(１ ) 防災兼用農業用井戸の整備（停電時に 必要な非常用発電

装置及び周知用看板の 整備を含む。）  

(２ ) 農業用水路の転落防止施設の整備  

(３ ) 太陽光発電による非常用電源の整備  

(４ ) 前３号に掲げるもののほか，市長が必 要と認める整備  

推進支援型  

調査設計，農地保全の 理解促進等の農地の保 全に必要な次の

各号に掲げる経費  

(１ ) １から４までを実施するために必要な 基本調査等  

(２ ) 農地保全のＰＲに必要な広報活動  

(３ ) 農地防災マップの作成  

(４ ) 体験農園開設に必要なＰＲ資料作成等  

(５ ) 農地創出型実施に伴う地積測量図作成 費用  

(６ ) 前各号に掲げるもののほか，市長が必 要と認めるもの  

補助率は補助対象経費 の

２分の１以内  
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＜令和５年度の事業内容＞  

 ・農業用井戸の設置  ４件  

   ※農家が設置した井戸は，現地調査・確認後に調布市災害時協力井戸とし

て登録しました。  

 ・農地創出  １件  

※農家が所有する現況非農地を整地・整備し，営農規模拡大を図りまし

た。  

 

 設置場所  整備内容  

1 布田  農業用井戸  

2 東つつじケ丘  農業用井戸  

3 深大寺東町  農業用井戸  

4 調布ケ丘  農業用井戸  

5 東つつじケ丘  農地創出  

＜参考＞令和４年度は，コロナ禍の影響 （半導体 ，部品供給不足等 ）を受け，農業用井戸の整備０件  

 

【整備例】  

 

 

 

 

 

 

 

        

     

 

 

  

 

防薬ネット整備  

 
農地創出整備  

  土留整備  

農業用井戸整備  
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■【参考】調布市災害時協力井戸（総合防災安全課）  

災害時協力井戸は，市内で井戸を利用されている方のご協力を得て，災害時に  

近隣住民への生活用水等を確保することを目的に実施しています。  

・登録数（令和４年４月１９日現在）  ４２件  

＜市ホームページでの一覧案内＞  
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■【参考】災害時における応急対策に関する協定書（総合防災安全課） 

災害時，一時緊急的な避難や生鮮食料品等の供給などで自治体に協力する農地  

 

出典 ：調布市地域防災計画 [資料編 ]  協定 No19 災害時における応急対策に関する協定  

災害時における応急対策に関する協定書  

 

 調布市 （以下 「甲 」という。）とマインズ農業協同組合 （以下 「乙 」という。）  

とは，調布市地域防災計画に基づく災害時における応急対策について，次のとおり  

協定を締結する。  

 （協力要請 ）  

第１条  甲は，市内で災害が発生し，又は発生するおそれがある場合で，乙の協力  

が必要であると認めたときは，次の各号に掲げる事項について協力を要請 （以下  

「協力要請 」という。）するものとする。  

 (1) 生鮮食料品等の供給をすること。  

 (2) 一時緊急的に農地に避難すること。  

 (3) 前 2号に掲げるもののほか，甲が必要と認めたこと。  

２  乙に対する協力要請及び連絡調整は，甲の指定する者が行うものとす  

る。ただし緊急の場合は，この限りでない。  

３  乙は，協力要請を受けたときは，特別な理由がない場合のほか迅速に  

協力を行うものとする。  

４  乙は，協力要請に応じることができない場合は，その旨を速やかに甲に連絡す  

るものとする。  

 （手続 ）  

第２条  この協定に基づく協力要請に係る手続については，別に定める。  

 （計画の策定等 ）  

第３条  乙は，協力要請について，迅速に応じるために，生鮮食料品等の供給に関する計画を策定し甲に提出

するものとする。  

 （費用の負担 ）  

第４条  乙は，甲の要請により生鮮食料品等を供給したときは，甲に対し，これに要した費用を請求することが

できる。  

 （市民の周知 ）  

第５条  甲と乙は，この協定の趣旨を広く市民及び組合員に周知するよう努めなければならない。  

 （損害補償 ）  

第６条  甲の要請に基づき，第 １条第 １号に掲げる供給事務に従事した者が死亡 ，負傷もしくは疾病にかかり，

又は廃疾となったときの損害は甲が補償するものとする。  

２  前項の補償額は，東京都市町村消防団員等公務災害補償の例による。  

 （有効期間 ）  

第７条  この協定の有効期間は，平成９年９月 １日から平成１２年８月３１日までとする。ただし，期間満了の日の

３月前までに甲又は乙からなんらの申出がないときは，この協定の有効期間は，更に３年間延長されたものと

みなし，以後もまた同様とする。  

 （協議 ）  

第８条  この協定の解釈について疑義が生じたときは，又はこの協定に施行について必要な事項は，甲と乙とが

別途に協議して定めるものとする。  

 （雑則 ）  

第９条  この協定の及ぼす範囲は，調布市管内とする。  

２  この協定を実施するために必要な事項は，別に定  

める。  

 

  この協定を証するため，甲と乙は本書２通を  

作成し，双方記名押印のうえ，各 １通を保有する。  

  平成９年９月 １日  

 

甲  調布市   

代表者  調布市長  吉尾勝征  

 

     乙  マインズ農業協同組合  

 代表理事組合長  小塚  博  
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基本方針３  農地の保全・活用              （PLAN）  

（１１）農のあるまちづくりの推進  

 《取組１１－１》深大寺・佐須地域の里山・里地の保全と活用  

  関連計画と連携した深大寺・佐須地域の里山の一体的な環境保全への理解促

進や，深大寺・佐須地域の農（みのり）の里において取得された公有地の農業

公園化について，庁内，ＪＡ，関連機関と連携して検討します。  

 

 《取組１１－２》まちづくりとの連携  

  農地が比較的まとまった地域や宅地と混在する地域において，農のあるまち

づくりを推進するため，庁内での連携した取組を検討します。  

 

取組名  取組項目  取組内容  推進主体  

《取組１１－１》 

深大寺・佐須地

域の里山・里地

の保全と活用  

里山・里地のＰ

Ｒ  

(1)農地や崖線樹林等緑地の

一体的な環境保全への理解促

進  

調布市  

農業公園化の検

討  

(1)深大寺・佐須地域の農の

里において取得された公有地

の農業公園化の検討  

ＪＡ  

調布市  

国・東京都等  

《取組１１－２》 

まちづくりとの

連携  

関連計画と連携

した農のあるま

ちづくり  

(1)「緑の基本計画」，「環

境保全計画」，「景観計画」

等と連携した取組の検討  

調布市  

土地区画整理事

業等による営農

環境の向上促進  

(1)土地区画整理事業等の基

盤整備による農地へのアクセ

ス性の向上，居住地と農地の

区分，排水施設の整備等営農

環境の向上及び農業公園の創

出  

農業者  

民間企業等  

調布市  
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主な取組内容                  （DO） 
《取組１１－１》深大寺・佐須地域の里山・里地の保全と活用  

・市内で都市農地を所有する農家に対し，市独自の補助制度や東京都の補助制度

を活用し，農業経営を継続して支援し，都市農地の保全・活用を図りました。  

・都立公園整備事業計画エリアとその周辺において，里山・里地の景観や地域の

豊かな環境資源の保全・活用を図る取組として，市が所有する土地（公有地）

を活用した公園整備や環境学習などが進められました。  

《取組１１－２》まちづくりとの連携  

・関連計画と連携した取組として，ＪＡマインズと連携し，都市農地の貸借の円

滑化に関する法律を活用した新たな市民農園を開設する準備を進めることで，

まちの魅力や市民が農業に触れられる機会の創出を図りました。  

・市内農業者等との連携による「マルシェドゥ調布」の開催など，都市農業の
振興とともに，まちのにぎわいと活気につながる取組に努めました。  

 

★主な取組実績                          

■市民が農業に触れられる機会の創出（再揚）  

（３５ページ）参照  

  

■マルシェ  ドゥ  調布（再揚）  

 （２３ページ）参照  
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基本方針３の取組状況             （CHECK）  

◆取組の成果についての総括  

・都補助事業である「未来に残す東京の農地プロジェクト」を活用し，農地の基

盤整備事業に対して補助を行うことで，貴重な都市農地の保全を図ることがで

きました。  

・都の補助制度や市独自の補助制度の周知・申請について，ＪＡマインズと連携

することで，申請に係る農家へのサポート体制を充実させるなど，円滑に申請

できる支援体制づくりに努めました。  

・都市農地の貸借の円滑化に関する法律の周知を図ることで，都市農地の保全に

つなげることができました。  

評価  Ａ 
【評価区分】取組状況 について，Ｓ～Ｄの５ 段階で評価  

 

Ｓ :「十分に取組成果が 得られた。      計画以上に目標を達成 した。」  

Ａ :「予定した取組成果 が得られた。     計画どおりに目標を達 成した。」  

Ｂ :「一定の取組成果が 得られた。      概ね計画どおりに目標 を達成した。」  

Ｃ :「予定した取組成果 が得られなかった。  目標達成にはやや至ら なかった。」  

Ｄ :「期待した取組成果 が得られなかった。  目標達成までには至ら なかった。」  

 

 

基本方針３の取組の方向性            （ACTION）  

◆取組の成果を踏まえた方向性  

・未来に残す東京の農地プロジェクトによる基盤整備は，市内農業者からの需要

が高いことから，引き続き制度の周知を図るとともに，予算確保に努めること

で事業を継続します。  

・様々な補助制度の周知や申請については，ＪＡマインズの協力が不可欠である

ことから，引き続き緊密な連携を図ります。  

・都市農地の貸借の円滑化に関する法律の活用については，ＪＡマインズの協力

が不可欠であることから，引き続き緊密な連携を図ります。  
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■調布市農業の現状（令和４年度東京都の地域・区市町村別農業データブックより）  

 

Ⅰ  人口・面積  

総土地面積             21.58㎢  

総人口 (Ｒ５ .1.1)         238,505人  

総世帯数Ｒ５ .1.1)        122,585世帯  

 

農地面積 (Ｒ４ .１ .1)        124.6(ha) 

市街化区域農地面積              124.6 

 うち生産緑地面積（ Ｒ 5）        110.0 

市街化調整区域農地面 積          －  

相続税納税猶予制度適 用農地面積 (Ｒ 5) 59.5 

  

Ⅱ  農業構造等 （ 令 和 2(2020)年 農 業 セ ン サ ス ）  

総農家数               １８９ (戸 ) 

販売農家数              １２２  

自給的農家数             ６７  

 

農業従事者数（人）         ３４１  

 男                １９７  

 女                １４４  

 １５歳～２９歳           ２０  

 ３０歳～３４歳            ８  

 ３５歳～３９歳           １５  

 ４０歳～４４歳           ２３  

 ４５歳～４９歳           ２５  

 ５０歳～５４歳           １８  

 ５５歳～５９歳           ３６  

 ６０歳～６４歳           ３５  

 ６５歳～６９歳           ４１  

 ７０歳～７４歳           ３７  

 ７５歳～７９歳           ３６  

 ８０歳～８４歳           ２８  

 ８５歳以上             １９  

 

平均年齢               60.9歳  

 

 

農業経営体数            １２９  

 家族経営体数            １２７  

主業農家数               ５  

  ６５歳未満農業専 従者がいる     ５  

準主業農家数             ８２  

  ６５歳未満農業専 従者がいる    ６９  

副業的農家数             ４０  

（農業構造の続き）  

 

経営耕地面積規模別経 営体数      １２９  

 経営耕地なし              ―  

  0.3ha未満              ２１  

  0.3ha以上～ 0.5ha未満         ４１  

 0.5ha以上～ 1.0ha未満         ５２  

 1.0ha以上～ 1.5ha未満         １３  

 1.5ha以上～ 2.0ha未満           １  

  2.0ha以上～ 3.0ha未満          １  

 3.0ha以上～ 5.0ha未満           ―  

  5.0ha以上～ 10.0ha未満           ―  

 

 

 １経営体当たり経営 耕地面積    ５４ .７ a 

 

 

農産物販売金額規模別 経営体数  １２９ (経営 体 ) 

  農産物の販売なし            ６  

 ５０万円未満            ２７  

 ５０万円以上～１０ ０万円未満    １８  

 １００万円以上～３ ００万円未満   ３６  

 ３００万円以上～５ ００万円未満   １８  

 ５００万円以上～１ ０００万円未満  １６  

 １０００万円以上～ ３０００万円未満  ３  

 ３０００万円以上～ ５０００万円未満  ２  

 ５０００万円以上～ １億円未満     ―  

    １億円以上～ ３億円未満     ―  

    ３億円以上～ ５億円未満     ―  

    ５億円以上           ―  

 

 

 

 

認定農業者のいる経営 体数 (Ｒ５ )    ５０ (経営体 ) 

   ７１ (人 )    
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Ⅲ  農業産出額（令和 ３年） ＊ 植 木 ・ 緑 肥 作 物 を 除 く  

  合  計          ６８２ (百万円 ) 

  野  菜          ５５２  

  果  樹           ９３  

  稲・麦類           ０  

  豆  類            ０  

  そば・雑穀類         ０  

  工芸農作物          ０  

  飼料作物           －  

  花  き           ３７  

  グランドカバー類       ０  

  芝              ０  

 

農業産出額順位（グラ ンドカバー類を除き掲 載）  

順  位     品  目      構成比 (％ ) 

1位品目     トマト            １９  

2位品目     ブドウ        ９  

3位品目     コマツナ       ９  

4位品目     エダマメ       ６  

5位品目     ナス         ５  

 

 

Ⅳ  野菜作付延べ面積 順位（令和３年）  

 品  目   面積 (ha)  収穫量 (t)  産出額 (百万円 ) 

キャベツ   11.7   ３５７        ３０  

コマツナ   11.3   １７４      ５９  

ブロッコリー  7.8    ５６      １６  

エダマメ    7.7    ５９      ４３  

ホウレンソウ  7.3    ６３      ２７  

バレイショ   6.1   １０１      １４  

ダイコン    5.8   １８３      １６  

ネギ      4.4    ５９      ２０  

トマト     4.2   ２３８    １２７  

トウモロコシ  4.1    ２７      ７  

   

 

Ⅴ  主要果樹面積・収 穫量（令和３年）  

品  目   面積 (ha)  収穫量 (t)  産出額 (百万円 ) 

ブドウ      4.4   ３９       ６２  

クリ        3.1    ３      １  

カキ       2.0   １５      ５  

ウメ        1.6    ２      １  

ブルーベリー   1.6    ５      １０  

キウイフルーツ 1.2   １２       ４  

Ⅵ  作付延べ面積（令 和３年）  

＊果樹・花き・植木・ グランドカバー類は「 ほ場

面積」  

合  計             １４７．０ (ha) 

 野  菜            １０６．３  

 果  樹              １５．７  

 稲・麦類             １．０  

 豆  類              ０．１  

 そば・雑穀類           ０．０  

 工芸農作物                ―  

  飼料作物                 ―  

 花  き              ３．１  

 植  木             ２０．３  

 グランドカバー類         ０．０  

 芝                ０．２  

 緑肥作物             ０．４  

 

 

 

Ⅶ  花き類の面積・出 荷量（令和３年）  

  品  目     面積 (ha) 出荷量 (千本。鉢・

球 ) 

切花・切葉・切枝    1.5     １３４  

球根          ―        ―  

鉢もの        0.2       ７  

花壇用苗もの     1.4     １１７  

 

 

 

Ⅷ  家畜飼養状況（令 和４年）  

  家  畜      飼養頭数     戸数  

         (み つばちは，ほう群数 ) 

乳用牛          －       －  

肉用牛          －       －  

豚            －       －  

採卵鶏         ５０       １  

肉用鶏          －       －  
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■農地面積の推移  

 

（出典：固定資産税概要調書）  

 

指定面積（㎡）

（農地割合）
残存率（％）

指定面積（㎡）

（農地割合）
残存率（％） 面積（㎡） 残存率（％）

1,691,083 711,627

70.38% 29.62%

1,634,734 527,140

75.62% 24.38%

1,542,401 432,922

78.08% 21.92%

1,493,941 408,692

78.52% 21.48%

1,466,969 383,668

79.27% 20.73%

1,450,772 360,651

80.09% 19.91%

1,426,366 338,800

80.81% 19.19%

1,401,749 319,390

81.44% 18.56%

1,369,335 320,206

81.05% 18.95%

1,356,886 298,051

81.99% 18.01%

1,338,821 280,803

82.66% 17.34%

1,308,572 268,919

82.95% 17.05%

1,297,039 249,866

83.85% 16.15%

1,288,124 239,991

84.29% 15.71%

1,263,338 233,165

84.42% 15.58%

1,242,780 220,984

84.90% 15.10%

1,223,147 215,625

85.01% 14.99%

1,183,690 209,429

84.97% 15.03%

1,164,824 195,100

85.65% 14.35%

1,145,939 188,503

85.87% 14.13%

1,113,868 174,938

86.43% 13.57%

1,114,940 159,588

87.48% 12.52%

1,058,288 199,237

84.16% 15.84%

79.19%

77.02%

75.39%

29.43%

27.42%

33.72%

32.77% 62.28%

60.92%

59.88%

57.98%

56.60%

1,438,772

1,393,119

1,359,924

1,496,503

1,463,76431.05%

63.60%

71.63%

39.46%

37.79%

70.32%

68.88%

67.41%

65.65%

64.38%

41.88%

1,619,624

68.88%

72.33%

70.00%

1,546,905

1,528,115

1,577,491

80.97%

80.24%

79.17%

77.38%

76.70%

76.17%

74.71%

73.49%

35.11%

30.30%

1,654,937

1,902,633

53.91%

50.68% 1,811,423

1,765,166

1,721,139

1,689,541

47.61%

44.88%

45.00%

88.34%

86.75%

85.79%

84.35%

82.89%

生産緑地（Ａ） 宅地介在農地（Ｂ） 農地全体(Ｃ)＝((Ａ)+(Ｂ))

年度

Ｈ５

Ｈ１０

Ｈ１５

100.00%2,402,710

2,161,874

1,975,323

100.00% 100.00%

89.98%

82.21%

96.67%

91.21%

1,850,637

73.47%

R2 67.76% 26.49% 1,334,442 55.54%

Ｈ１６

74.08%

60.84%

57.43%

Ｈ２９

Ｈ３０

Ｈ３１

Ｈ２３

Ｈ２４

Ｈ２５

Ｈ２６

Ｈ２７

Ｈ２８

Ｈ１７

Ｈ１８

Ｈ１９

Ｈ２０

Ｈ２２

Ｈ２１

R5 62.58% 28.00% 1,257,525 52.34%

R3 65.87% 24.58% 1,288,806 53.64%

R4 65.93% 22.43% 1,274,528 53.05%
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